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１ 「 広聴事業」 のあらまし

北九州市では、市民が主役の市政を進めるため、また、行政と市民が互いの信頼関係を育ててい

くため、広報広聴事務の基本方針に基づき、広報室広聴課及び各区役所総務企画課(広聴主管課)と

各局等が連携を図りながら、「 個人広聴」「 集会広聴」「 調査広聴」「 その他広聴」 の4つの分野で多

様な広聴事業に取り組んでいます。

「 個人広聴」 とは、主として個人から寄せられる問い合わせや要望等に対応する活動であり、本

庁舎及び各区役所・ 出張所に相談窓口を開設するとともに、年中無休で対応する北九州市コールセ

ンター(ひまわりコール)の開設、インターネット広聴として、市のホームページから簡単に提案や

相談、市長への手紙を送ることができる専用サイトの開設、市民向けのFAQ(よく ある質問と回答)

の公開など、いつでも、気軽に市役所にアクセスできるよう利便性の向上に取り組んでいます。ま

た、寄せられた市民の要望や意見等については、組織横断的な広聴体制である広報広聴主任制度を

活用して、迅速に対処しています。

「 集会広聴」 とは、出前講演や市長と気軽にトークタイムなど、多数の市民が集う場所を活用し

て、市の施策や事業等の周知を図るとともに、参加の市民等と意見交換を行い、市民の要望や意見

を吸い上げていく活動です。出前講演は、231（ 平成30年度） の講演テーマを準備し、多くの職員

が地域に赴くなど積極的に活動を展開しています。

「 調査広聴」とは、統計調査手法を活用して、市民一般を対象とした市民意識調査、公募による市

政モニターを対象としたモニター調査を行うとともに、集計・ 分析を行い、市政に役立てていくも

のです。長期間にわたる市民動向を把握する継続調査(市政評価と市政要望)に加え、タイムリーな

テーマを設定して行う特定テーマ調査、市政モニター調査を行うことにより、より一層役立つ調査

となるよう取り組んでいます。

「 その他広聴」 とは、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るための市民意見提出手

続き(パブリックコメント制度)を運用するとともに、日常生活上の様々 なトラブル解決を支援する

法律人権相談や、来庁者に対するPR業務等を行うものです。
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２ 「 広聴事業」 の体系
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そ の他広聴

「 相談窓口・ 提案等サイト 」 の開設

「 市長への手紙サイト 」 の開設

「 広報広聴主任制度」 の運用

「 北九州市コールセンター（ ひまわり

コール）」 の開設

「 市民向けFAQ（ よく ある質問と回

答）」 の公開

「 出前講演」 の講師派遣

「 市長と気軽にトークタイム」 の開催

「 市政モニター調査(郵送・ インターネ

ット )」 の実施

「 市民意識調査(郵送)」 の実施

「 市民意見提出手続き(パブリックコメ

ント制度)」 の運用

「 法律人権相談」 の開催

本庁舎における「 情報提供・ 案内業務」
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３ 「 広聴事業」 の内容

区分 事業名 事業の概要

個

人

広

聴

「 相談窓口・ 提案等サイト 」

の開設

本庁舎の広聴課、各区役所の総務企画課及び出張所に、

相談窓口を開設して、電話、来訪、メール等による、市民

からの要望、提案、苦情、問い合わせ等に対応している。

なお、ネット時代に対応して、市のホームページに、「 市

政提案」 「 区政提案」 「 市政相談」 「 区政相談」 の入力フ

ォーマットを開設し、アクセスを確保している。

「 市長への手紙サイト 」 の開

設

市政に親しみと関心を持ってもらうため、郵送に加え、

市のホームページに「 市長への手紙」 コーナーを設けて、

市民のこえをダイレクトに受け付け、対応している。

「 広報広聴主任制度」 の運用

広聴活動を円滑に、また効率的に実施していく ために

は、各区局室などの協力が不可欠であることから、各区局

室に、「 広報広聴主任・ 連絡員」を置き、市民からの提案、

要望、苦情等に迅速に対処している。

「 北九州市コールセンター

(ひまわりコール)」 の開設

市政に関する手続きやイベント、施設等に関する、電話

やメール、FAXでの問い合わせに対応するため、民間委託

により、オペレーターが年中無休で対応している

「 市民向けＦ ＡＱ(よく ある

質問と回答)」 の公開

ネット上での市民からの問い合わせに対応するため、市

のホームページに、市民向けＦＡＱ(よくある質問と回答)

を公開。市民の関心の高い事項約2, 200項目を収録し、キ

ーワード検索が可能である。

集

会

広

聴

「 出前講演」 の講師派遣

市が重点的に取り組んでいる様々 な政策や施策、事業に

ついて、市民グループや団体からの要望に応じて、市の幹

部職員等が直接出向き、講演を行っている。なお、講演の

テーマを記載したテーマ集(平成30 年度)を市のホームペ

ージで公開するとともに、区役所、出張所、市民センター

で配布するなど利用喚起に取り組んでいる。
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区分 事業名 事業の概要

集

会

広

聴

「 市長と気軽にト ークタイ

ム」 の開催

様 な々分野で活躍、活動している団体やグループの

方々 をお招きして、市長とフランクな雰囲気の中で意見

交換を行っている。会議の結果は、市のホームページで

公開している。

調

査

広

聴

「 市民意識調査(郵送)」 の実

施

18歳以上の市民3, 000 人(無作為抽出)を対象に、郵

送アンケートにより、市政に対する意識や要望、評価な

どについて調査し、分析を行っている。毎年継続して調

査を行う、市政全般に関する「 市政評価と市政要望調査」

と、毎年、テーマを設定して行う「 特定テーマ調査」の

2つを同時に実施している。

「 市政モニター調査(郵送・ イ

ンターネット )」 の実施

毎年、18歳以上の市民を対象に市政モニター(郵送モ

ニター・ インターネットモニター合わせて150人)を公

募し、年10回程度、市の施策や事業に関するアンケー

ト調査を行い、その結果を公表している。また、市政全

般に関して、意見や要望等の提出を要請している。

そ

の

他

広

聴

「 市民意見提出手続き(パブ

リックコメント制度)」の運用

市民意見提出手続きの制度所管課として、各局などに

対する指導やアドバイス、実施状況の把握・公表などを

行っている。

「 法律人権相談」 の開催

弁護士による法律相談と併せて、法律とも密接に関係

する人権相談を一体的に開催することにより、利便性の

向上と利用促進に取り組んでいる。

本庁舎における「 情報提供・案

内業務」

市役所本庁舎の来庁者に対して、市政情報コーナーの

設置や見学者受入により、市のPRや情報提供を行うと

ともに、民間委託により案内業務を行っている。
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北九州市コールセンター

ひまわりコール

４ 広聴体制図

広報室広聴課

(広聴事業主管課)

広聴主管課

◎ 広報広聴事務の基本方針

市政を円滑に運営するためには、市民の意見や要望を的確に把握し、市政に効果的に反映

させていかねばならず、同時に市の現状や将来の姿を市民に十分に周知させ理解と協力を得

る事が大切である。

「 広聴」は広く市民の意見や要望などを聴き、可能な限り施策に反映させ、「 広報」はその

結果を含めた市政について積極的に説明責任を果たすことであり、この繰り返しを通して、

市民と行政のコミュニケーションを図っていく事が求められる。

市 民 等

・ 電話・ 来訪・ メール・ FAX等

・ 市ホームページ

(市政提案・ 区政提案・ 市政相談・

区政相談・ 市長への手紙)

各区役所

広報広聴主任(広聴担当課長)

広報広聴連絡員(広聴担当係長)

各局室等

広報広聴主任(広聴担当課長)

広報広聴連絡員(広聴担当係長)


